
雲仙市マンションの管理に関する計画の認定等実施要領（案） 

令和５年８月２８日 

雲仙市告示第１０５号 

（目的） 

第１条 この告示は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成１２年法律第

１４９号。以下「法」という。）に基づくマンションの管理に関する計画の認定等の実

施に関して、法及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則（平成１３

年国土交通省令第１１０号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項

を定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この告示における用語の意義は、法及び規則において使用する用語の例によるほ

か、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

（１） センター 公益財団法人マンション管理センターをいう。 

（２） 適合審査 法第５条の４各号に掲げる基準に適合している旨を証するために、

センターが行う審査をいう。 

（３） 認定申請 法第５条の３第１項の規定による認定の申請をいう。 

（適合審査） 

第３条 認定申請をしようとする者は、当該申請を行う前に、あらかじめ適合審査を受け

なければならない。 

（添付書類等） 

第４条 規則第１条の２第１項に規定するその他計画作成都道府県知事等が必要と認める

書類及び雲仙市手数料条例（平成１７年雲仙市条例第５１号）別表第１の７マンション

の部に掲げる基準に適合することを証する書類として市長が認めるものは、認定申請対

象マンションが適合審査を受けていることを証する書類又はその写しとする。 

（申請の取下げ） 

第５条 認定申請又は法第５条の７第１項の規定による変更認定の申請をした者は、市長

の認定又は変更認定を受ける前にその申請を取り下げようとするときは、管理計画の認

定申請等取下届（様式第１号）の正本及び副本各１通を市長に提出するものとする。 

（軽微な変更） 

第６条 法第５条の５に規定する認定管理者等は、規則第１条の９に規定する軽微な変更

をしようとするときは、認定管理計画に係る軽微な変更届（様式第２号）の正本及び副

本各１通に、それぞれ添付書類のうち当該変更に係るものを添えて市長に提出するもの

とする。 

（管理の取りやめ） 

第７条 認定管理者等は、認定管理計画に基づく管理計画認定マンションの管理を取りや

めようとするときは、認定管理計画に基づく管理計画認定マンションの管理を取りやめ

る旨の申出書（様式第３号）の正本及び副本各１通に次に掲げる書類を添えて、市長に

提出するものとする。 

（１） 規則第１条の６に規定する別記第１号の２の認定通知書（法第５条の６第１項

の規定による認定の更新を行った場合は、規則第１条の８に規定する別記様式第１号



の４の認定更新通知書を含む。） 

（２） 認定申請を行った際の申請書の副本及びその添付書類 

（管理計画認定等の証明の手続） 

第８条 認定管理者等は、認定を受けている者であることを証する書面の交付を受けよう

とする場合は、管理計画認定等証明申請書（様式第４号）を市長に提出するものとする。 

（補則） 

第９条 この告示の施行について必要な事項は、市長が別に定める。 

 

 

附 則 

この告示は、令和５年９月１日から施行する。 


